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平成２７年第２回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成２７年６月８日午前９時３２分 

───────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

───────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１１名） 

      １番  松 井 孝 恵        ２番  谷 端   清 

      ３番  樫 木 正 行        ４番  奥 田   誠 

      ５番  九 鬼 裕見子        ６番  山 本 明 生 

      ７番  大 石 哲 雄        ９番  沖 田 公 子 

     １０番  榎 本   敏       １１番  木 本 眞 次 

     １２番  吉 田 盛 彦 

───────────────────────────────────────── 

 欠席議員（１名） 

      ８番  畑 山   豊 

───────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  平 田 隆 文  局 長 補 佐  十 河 貴 子 

───────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 小 出 隆 道  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 笠 松 眞 年 

総務政策課長 福 田 睦 巳  総 務 政 策 課 

企 画 員 
川 口 孝 志 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
森 岡 真 輝  総 務 政 策 課 

企 画 員 
水 口 和 洋 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
撫 養 充 洋  税 務 課 長 山 崎 一 光 

税務課企画員 橋 本 秀 行  産業建設課長 植 本 敏 雄 

産 業 建 設 課

企 画 員 
中 松 秀 夫  産 業 建 設 課

企 画 員 
三 栖 啓 功 
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住民生活課長 原   宗 男  住 民 生 活 課

企 画 員 
坂 本   厳 

住 民 生 活 課

企 画 員 
栗 田 信 孝  住 民 生 活 課

企 画 員 
田 上 貴 子 

住 民 生 活 課

企 画 員 
木 村 陽 子 

 
上下水道課長 植 本   亮 

上 下 水 道 課 

企 画 員 
菅 谷 雄 二 

 教 育 委 員 会 

総 務 課 長 
家 髙 英 宏 

教 育 委 員 会

生涯学習課長 
藪 内 博 文 

 教 育 委 員 会 

生 涯 学 習 課

企 画 員 

谷 本 芳 明 

 

───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 報告第 １号 上富田町税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ５ 報告第 ２号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ６ 報告第 ３号 平成２６年度上富田町一般会計補正予算（第７号） 

  日程第 ７ 報告第 ４号 平成２６年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書 

  日程第 ８ 報告第 ５号 平成２６年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予 

               算（第２号） 

  日程第 ９ 報告第 ６号 平成２６年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第４ 

               号） 

  日程第１０ 報告第 ７号 平成２６年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算 

               （第３号） 

  日程第１１ 報告第 ８号 平成２６年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第 

               ２号） 

  日程第１２ 報告第 ９号 平成２６年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第３号） 

  日程第１３ 報告第１０号 平成２６年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１ 

               号） 

  日程第１４ 報告第１１号 平成２６年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予 

               算（第４号） 

  日程第１５ 報告第１２号 平成２６年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 
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               （第２号） 

  日程第１６ 報告第１３号 平成２７年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１ 

               号） 

  日程第１７ 報告第１４号 平成２７年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第１号） 

  日程第１８ 報告第１５号 平成２７年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補 

               正予算（第１号） 

  日程第１９ 報告第１６号 平成２７年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補 

               正予算（第１号） 

  日程第２０ 議案第４２号 上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条 

               例を廃止する条例 

  日程第２１ 議案第４３号 町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を 

               改正する条例 

  日程第２２ 議案第４４号 さわやか上富田まちづくり寄付条例の一部を改正する条 

               例 

  日程第２３ 議案第４５号 上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

               を定める条例の一部を改正する条例 

  日程第２４ 議案第４６号 上富田町重度心身障害児（者）医療費の支給に関する条 

               例の一部を改正する条例 

  日程第２５ 議案第４７号 上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正 

               する条例 

  日程第２６ 議案第４８号 上富田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一 

               部を改正する条例 

  日程第２７ 議案第４９号 上富田町共同畜舎設置及び管理に関する条例を廃止する 

               条例 

  日程第２８ 議案第５０号 上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例 

  日程第２９ 議案第５１号 公の施設の指定管理者の指定について 

  日程第３０ 議案第５２号 平成２７年度上富田町一般会計補正予算（第１号） 

  日程第３１ 議案第５３号 物品購入契約の締結について（道の駅くちくまの備品） 

  日程第３２ 議案第５４号 工事請負契約の締結について（平成２７年度第１号高速 

               道路推進事業大内谷南紀の台線新設工事） 

  日程第３３ 議案第５５号 工事請負契約の締結について（平成２７年度第１号上水 

               道事業第１浄水場自家発電設備更新工事） 
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△開  会  午前９時３２分 

○議長（奥田 誠） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２７年第２回定例会を開会するに当たりまして、議員各位のご出席をいただき開

会できますことを厚くお礼を申し上げます。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  畑山議員からは欠席届が出ております。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２７年第２回上富田町議会定例会を

開会します。 

  日程に入るに先立ちまして、５月から１０月までクールビズ期間となっております。

上富田町議会でも厳しい電力需給に対応し、６月から９月定例会までをクールビズとし

てのノーネクタイとすることを決定しております。それに伴いまして本議会はノーネク

タイとさせていただいておりますので、ご理解をお願いいたします。 

  なお、暑いときは議長判断により上着をとっていただくことになります。本日は上着

をとっていただいても結構かと思います。当局の方も上着をとっていただいて結構です。 

  これより暫時休憩をします。 

───────────── 

休憩 午前 ９時３４分 

───────────── 

再開 午前 ９時４１分 

───────────── 

○議長（奥田 誠） 

  再開します。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（奥田 誠） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において５番、九鬼裕見

子君、６番、山本明生君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 会期の決定 
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○議長（奥田 誠） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から６月１６日までの９日間にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は９日間に決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 諸般の報告 

○議長（奥田 誠） 

  日程第３ 諸般の報告をさせます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（平田隆文） 

  諸般の報告をいたします。 

  平成２７年３月定例会以降の議員活動並びに議員派遣の件及び地方自治法第１２１条

の規定により出席要求した６月定例会の説明員については、お手元に配付しております。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りは、本日６月８日午後３時までとなって

いますので、質問内容を具体的に、また討論の方式もあわせて記入の上、通告されます

ようお願いいたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（奥田 誠） 

  これで諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  おはようございます。 

  本日ここに平成２７年第２回上富田町議会定例会を招集しましたところ、議員各位に

おかれましては、公私ともまことにお忙しい中ご参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  また、平素は町政発展のために格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて深く感謝を申し

上げます。 

  本年もまた梅の収穫最盛期となりました。ＪＡ紀南の梅産地情報によりますと、４月
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の定点着果調査では、小梅は平年並み、古城は平年より少なく、南高梅につきましても

平年比９３％でやや少ない状況となっております。４月上旬、下旬の多雨、強風の影響

で、灰色かび病、かいよう病、すれ傷の発生が見られると聞いています。 

  また、梅の消費需要が低迷していることから、関係者ともども販売対策に苦慮してい

るところでありますが、いずれにしましても、青梅の品質や量の安定と、よりよい価格

で取引されることを願っております。 

  次に、大阪府出身で町内へお住まいの方から、消防ポンプ自動車購入費として３，０

００万円を寄附していただくことになり、昨年の１１月に依頼していました消防自動車

ができ上がりまして、その消防自動車に町から発注しています装備品の取りつけ作業が

完了しています。消防車には寄贈者のお名前を入れて、今月の２日に上富田消防署に納

車することができました。ご寄附をいただいた方に感謝申し上げるとともに、今後、住

民の安心と安全を守る消防活動に生かしていきたいと考えております。 

  次に、国土交通省に道の駅の登録を申請しました道の駅くちくまのが、４月１５日、

国土交通省道路局で登録されました。道の駅は平成５年に創設された制度で、これまで

全国に１，０４０駅が登録済みで、今回の登録で道の駅数は１，０５９になると聞いて

おります。この施設から、地域の物産品の販売、観光案内や地域イベント情報を発信す

ることにより、多くの方に利用していただき、地域の活性化につなげていければと考え

ております。 

  ちょっと高速道路について追加的に説明をさせていただきたいと思います。 

  ５月２８日に国土交通省近畿整備局長より発表がございまして、工事が順調していま

す南紀田辺インターチェンジから白浜インターチェンジまでの１４キロの区間につきま

しては、夏の観光シーズンに合わせまして平成２７年７月に先行開始する見通しである

と発表をされております。ただ、開通式日はまだまだ決まっていません。そういうこと

で、付近の沿線になりますけれども、市町と相談しまして、関連前のプレイベントを７

月５日の日に、これは日曜日なんですけれども、実施することにしています。ただ、こ

のプレイベントも、費用を押さえたということだけで内容については協議中でございま

す。また、開通に向けて建設していました道の駅につきましては、できる限り６月中か

７月の初めに完成し、８月２日に竣工式、要するに開店をさせていただきたいというこ

とで進んでおりますので、日程方だけよろしくお願いしたいと思います。 

  また、私ごとでありますが、去る５月１２日に第１００回の和歌山県町村会総会がさ

れ、町村会長に再任されました。議員各位のご理解とご協力のほど、今後ともよろしく

お願いを申し上げます。 

  次に、平成２６年度の一般会計の決算状況についてご報告をさせていただきます。 
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  長引く景気低迷や三位一体の改革等の影響もある中、大型事業である統合保育所建設

事業や大内谷残土処分場整備事業等に取り組んできたところであります。財源としまし

ては減債基金から５，９５０万円を取り崩しており、前年度と比較しまして３，４５０

万円の減額で、その結果、減債基金残額は３億２，１５６万８，０００円となります。

町債の年度末現在高は６３億３，１４２万６，０００円で、前年度より８，６５９万５，

０００円の減額となっております。 

  なお、実質収支額は９，８００万円程度の黒字決算となる見込みでございます。大変

厳しい財政状況の中、議員各位のご理解とご協力、税収の確保や行財政改革に職員一丸

となって取り組んだ成果によるものと評価しているところでございます。 

  さて、本定例会に上程し、ご審議をお願いします議案としましては、報告事項としま

して条例の一部改正が２件、平成２６年度の一般会計・特別会計の補正予算が９件、繰

越明許費の繰越計算書が１件、平成２７年度特別会計の補正予算の４件、条例の一部改

正が６件、条例の制定及び廃止が３件、指定管理者の指定が１件、平成２７年度一般会

計補正予算が１件、工事請負契約、物品購入契約の締結が３件の計３０件でございます。 

  なお、追加議案としましては、上富田町教育委員会教育長の任命及び西牟婁郡公平委

員会委員の選任について本定例会に上程させていただきますので、何とぞご承認を賜り

ますようお願い申します。 

  それでは、諸議案についてその概要をご説明申し上げます。 

  報告第１号につきましては、上富田町税条例の一部を改正する条例（案）でございま

す。この条例は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する

政令が公布されたことに伴い本条例の一部を改正するもので、３月３１日付で専決処分

しましたので、その報告をし、承認を求めるものであります。改正の概要は、軽自動車

税につき一定の環境性能を有する車にグリーン化特例を新設したことや、固定資産税に

おける土地に係る負担調整措置について、現行の仕組みを３年間延長することに伴う改

正でございます。 

  次に、報告第２号につきましては、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例でございます。この条例は、報告第１号と同じく、地方税法等の一部を改正する法律、

地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴いまして本条例の一部を改

正するもので、３月３１日付にて専決処分しましたので、その報告をし、承認を求める

ものでございます。改正の概要は、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金

等課税額並びに介護納付金課税額に係る課税限度額の引き上げに伴う改正でございます。 

  次に、報告第３号につきましては、平成２６年度上富田町一般会計補正予算（第７

号）でございます。今回の補正は、各事業の精査及び平成２６年度の実質収支を見込ん
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だ最終予算で、既定額から１億７，６７６万９，０００円を減額し、予算総額を６２億

３４５万円と定め、３月３１日付で専決処分しましたので、その報告をし、承認を求め

るものでございます。 

  次に、報告第４号につきましては、平成２６年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計

算書でございます。今回、番号制導入に係るシステム整備事業、プレミアム商品券発行

事業、産業振興施設整備事業、大内谷残土処分場整備事業、球技場トイレ設置事業等に

ついて、年度内に事業が完成しなかったため平成２７年度へ４億２２９万６，０００円

を繰り越しましたので、その繰越明許費について報告するものでございます。 

  次に、報告第５号、平成２６年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２

号）から、報告第１２号、平成２６年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第

２号）までの特別会計に係る補正予算につきましては、各会計の精査及び実質収支を見

込んだ最終予算であり、それぞれ３月３１日付で専決処分をしましたので、これを報告

し、承認を求めるものでございます。 

  次に、報告第１３号から報告第１６号までにつきましては、平成２７年度上富田町特

別会計介護保険、宅地造成事業、宅地取得資金貸付事業、住宅新築資金貸付事業の補正

予算の（第１号）でございます。それぞれの会計で平成２６年度の決算において歳入不

足が生じたため、５月２９日付で専決処分をし、前年度繰上充用金をもって充当補塡し

ましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

  次に、議案第４２号、上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例を廃

止する条例（案）と議案第４３号、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一

部を改正する条例（案）の２議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律が改正され、教育長が特別職となることから、条例の廃止、一部改正を行うもの

でございます。 

  次に、議案第４４号につきましては、さわやか上富田まちづくり寄付条例の一部を改

正する条例（案）でございます。この条例は、寄附者の社会的投資を具体化するための

事業をふやすことにより、寄附者の意思をより一層反映できるように本条例の一部を改

正するものでございます。 

  次に、議案第４５号につきましては、上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）でございます。この条例は、家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴い

本条例の一部を改正するものであります。 

  次に、議案第４６号、上富田町重度心身障害児（者）医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例（案）から、議案第４８号、上富田町ひとり親家庭等医療費の支給に
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関する条例の一部を改正する条例（案）までの３議案につきましては、和歌山県の県費

補助金交付要綱改正に伴い各条例を改正するものでございます。 

  次に、議案第４９号につきましては、上富田町共同畜舎設置及び管理に関する条例を

廃止する条例（案）でございます。この条例は、農林業地域改善対策事業として一定の

成果を上げてきましたが、現在の大半の畜舎は使用していない状況から、本条例を廃止

するものであります。 

  次に、議案第５０号につきましては、上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関す

る条例（案）でございます。この条例は、道路利用者の利便の向上及び都市と地域の交

流促進、また、地域資源を有効に活用した産業の振興と地域の活性化を図るため、本条

例を制定するものであります。 

  次に、議案第５１号につきましては、公の施設の指定管理者の指定について（案）で

ございます。この議案は、道の駅くちくまの設置に伴いまして、上富田町公の施設に係

る指定管理者の指定手続き等に関する条例の規定により、指定管理者を指定するもので

あります。 

  次に、議案第５２号につきましては、平成２７年度上富田町一般会計補正予算（第１

号）でございます。今回、既定額に１，１９４万２，０００円を追加し、予算総額を６

１億４９４万２，０００円と定めます。補正予算の主な内容は、地方創生人材支援負担

金で２５０万円、番号制導入に係るネットワーク構築委託料で７１１万３，０００円、

文化会館舞台吊もの設備修繕料で９３２万円を措置しております。 

  次に、議案第５３号につきましては、物品購入契約の締結について（道の駅くちくま

の備品）でございます。道の駅くちくまのの建設に伴いまして、地域振興施設に設置す

る電子レジスター等の備品を購入するものでございます。今回、５社の指名競争入札に

より、伊藤忠エネクスホームライフ関西株式会社田辺支店と１，４９７万７，８９３円

で契約を締結するものであります。 

  次に、議案第５４号につきましては、工事請負契約の締結について（平成２７年度第

１号高速道路推進事業大内谷南紀の台線新設工事）でございます。今回、５社の指名競

争入札により、東急建設株式会社大阪支店と１億８，４１４万円で契約を締結するもの

であります。工事内容につきましては、幅員が車道７メーター、歩道２メーターで、延

長８５７メートルの新設道路と取りつけ道路３８６メーターを整備するものであります。 

  次に、議案第５５号につきましては、工事請負契約の締結について（平成２７年度第

１号上水道事業第１浄水場自家発電設備更新工事）でございます。今回、６社の指名競

争入札により、横河ソリューションサービス株式会社関西支社と１億１，４４８万円で

契約を締結するもので、現在設置しています自家発電設備は約４２年経過をし、更新工



－ 10 － 

事を行うものでございます。工事内容につきましては、定格出力５００キロボルトアン

ペアの自家発電設備の更新を行うものでございます。 

  以上が、本定例会に上程します諸議案の概要でございます。 

  詳細につきましては担当課長並びに企画員より説明しますので、ご審議の上ご承認を

賜りますよう何とぞよろしくお願いします。 

  なお、４月１日付で人事異動を発令します。本定例会に出席していますので、副町長

より異動発令をした課長及び企画員を紹介させます。今後ともよろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（奥田 誠） 

  副町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  副町長、山本君。 

○副町長（山本敏章） 

  皆さん、おはようございます。 

  それでは、４月１日付で人事異動を発令しましたので、課長並びに企画員を紹介させ

ていただきます。 

  住民生活課長、原宗男です。 

○住民生活課長（原 宗男） 

  原です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  住民生活課企画員生活グループ、栗田信孝です。今回、昇格になります。 

○住民生活課企画員（栗田信孝） 

  栗田です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  住民生活課企画員住民グループ長の田上貴子です。今回、昇格であります。 

○住民生活課企画員（田上貴子） 

  田上です。よろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  住民生活課住民グループ、木村陽子です。今回、昇格になります。 

○住民生活課企画員（木村陽子） 

  木村です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  会計課企画員、武田弘子です。今回、昇格であります。 

○会計課企画員（武田弘子） 
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  武田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（山本敏章） 

  なお、会計課企画員、武田弘子につきましては、会計業務遂行上、この後退席させて

いただきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

  また、総務政策課企画員のまちづくりグループの中島正博につきましては、国の地方

創生人材支援制度を活用しての非常勤職員であり、また勤務体制も変則でありますので、

議場への出席は控えさせていただきます。 

  以上であります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  暫時休憩をします。 

───────────── 

休憩 午前１０時０２分 

───────────── 

再開 午前１０時０３分 

───────────── 

○議長（奥田 誠） 

  再開します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第４ 報告第１号～日程第３３ 議案第５５号 

○議長（奥田 誠） 

  この際、日程第４ 報告第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例についての件

から、日程第３３ 議案第５５号、工事請負契約の締結について（平成２７年度第１号

上水道事業第１浄水場自家発電設備更新工事）の件まで３０件を一括議題とします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  税務課長、山崎君。 

○税務課長（山崎一光） 

  おはようございます。 

  私からは、報告第１号、第２号をご説明申し上げます。 

  報告第１号をご説明申し上げます前に、まことに恐縮、申しわけないんでございます

けれども、プリントに、資料にミスが見つかりましたので、訂正しておわびを申し上げ

ます。 

  報告第１号の、恐れ入ります、２２ページをお開きいただきたいと思います。２２ペ

ージの新旧対照表の上から６行目、旧も新も数字の７の下にアンダーラインが入ってい
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るかと思いますが、旧の７の次に「の３」と入ります。ここは「同法第２条第１２号の

７の３」となります。何度か校正をしたんでありますが、発見できずにまことに申しわ

けなく、深くおわび申し上げます。後ほど差しかえをさせていただきますので、よろし

くお願い申し上げます。 

  それでは、第１号から随時説明を申し上げます。 

  報告第１号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１号、上富田町税条例等の一部を改正する条例。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１号、上富田町税条例等の一部を改正する条例。 

  上富田町税条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  １ページから１５ページにつきましては、今回の一部改正に係る改め分でございます。 

  改正の概要は、軽自動車税について一定の環境性能を有する軽自動車にグリーン化特

例を新設したことや、二輪車に係る軽自動車税の税率引き上げを１年間延長したこと、

固定資産税については土地に係る負担調整措置について現行の仕組みを３年間延長する

こと、また、番号法が平成２８年１月から利用、開始されることに伴う個人番号または

法人番号の規定を整備したものでございます。 

  新旧対照表のほうが改正箇所がわかりやすいかと思いますので、参考資料の新旧対照

表でご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、１６ページをお願いいたします。１６ページの一番上でございます。

第２条は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、

いわゆる番号法でございますが、これの改正に伴う所要の措置でございます。 

  第４条及び２１ページの第３６条の３、２２ページの第５０条、２４ページの第５７

条、５９条につきましては、法律改正に伴う条及び項ずれの措置でございます。 

  恐れ入ります、１７ページをお願いいたします。１７ページから２０ページの第３１

条につきましては、法人町民税の税率適用区分である資本金等の額に係る改正でござい

ます。 

  ２１ページをお願いいたします。２１ページ上、第３３条につきましては、個人住民
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税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得については所得税法の計算の例によ

らないとする改正でございます。 

  ２３ページをお願いいたします。２３ページ中ほど、第５１条、それから２６ページ

の第７１条、２８ページの第８９条、２９ページの第９０条、３０ページの第１３９条

の３、３１ページの１４９条につきましては、減免申請期限の規定及び番号法改正に伴

う個人番号または法人番号の規定の整備でございます。 

  ２４ページをお願いいたします。２４ページ、下のほうでございます、第６３条の２、

２５ページの第６３条の３、２７ページの第７４条、第７４条の２、３５ページの附則

第１０条の３につきましては、個人番号または法人番号の規定の整備に係るものでござ

います。 

  少し飛びまして、３２ページをお願いいたします。３２ページ、下のほうの欄でござ

います、第７条の３の２でございます。この条は、個人住民税における住宅ローン減税

の拡充等の措置について、適用期限の延長を規定したものでございます。 

  ３３ページをお願いいたします。中ほどでございます。第９条でございます。第９条

及び次のページの第９条の２は、ふるさと納税制度の積極的な活用を図るため、申告特

例について規定したものでございます。 

  ３６ページをお願いいたします。３６ページ、中段から下のほうでございます、第１

１条、第１１条の２、次の３７ページの第１２条、３９ページの第１３条、４０ページ

の第１５条につきましては、固定資産税における土地に係る負担調整措置について、平

成２７年度から平成２９年度までの３年間、現行の仕組みを継続する規定をしたもので

ございます。 

  ４１ページをお願いいたします。第１６条でございます、軽自動車税の税率の特例に

つきましては、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までに新車を取得した場

合に、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さいものについて、平成２８

年度分の税率を軽減するいわゆるグリーン化特例を規定したものでございます。 

  ４２ページをお願いいたします。４２ページ、下のほうでございます、第１６条の２

は、地方たばこ税の旧３級品、エコー、わかば等でございますが、に係る特例税率を平

成２８年から平成３１年度で段階的に引き上げ、旧３級品たばこ税の税率の特例を廃止

するものでございます。 

  ４５ページをお願いいたします。４５ページから４８ページは、平成２６年度の地方

税法改正により、平成２７年度分以後の軽自動車税について適用することとされていた

原動付自転車及び二輪車に係る税率について適用期限を１年延長されたことと、軽自動

車税のグリーン化特例が新設されたことに伴う措置でございます。 
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  なお、附則におきまして、この条例は平成２７年４月１日から施行するとしておりま

す。 

  また、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税については、施行日等の

経過措置を規定しております。 

  以上でございます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、報告第２号をご説明申し上げます。 

  報告第２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第２号、上富田町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第２号、上富田町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部改正。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項ただし書中「５１万円」を「５２万円」に改め、第３項ただし書中「１

６万円」を「１７万円」に改め、同条第４項ただし書中「１４万円」を「１６万円」に

改める。 

  第２３条中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１７万円」に「１４万

円」を「１６万円」に改め、同条第２号中「２４万５，０００円」を「２６万円」に改

め、同条第３号中「４５万円」を「４７万円」に改めるとしてございます。 

  今回の改正点は、国民健康保険税の基礎課税額分、後期高齢者支援課税額分、介護納

付金課税額分の限度額を引き上げたことと、低所得者に対する軽減措置における軽減所

得の算定についての見直しを行ったものでございます。 

  改正箇所につきましては、参考資料として新旧対照表を添付してございますので、恐

れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  なお、附則におきまして、この条例は平成２７年４月１日から施行するとしてござい

ます。 
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  また、１ページの下３行目から以下の部分につきましては、平成２５年度において改

正いたしました条例の附則における施行期日について、法律改正に伴い整理をしたもの

でございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  おはようございます。 

  私からは、報告第３号、第４号につきましてご説明申し上げます。 

  報告第３号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第３号、平成２６年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第３号、平成２６年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  平成２６年度上富田町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億７，６７６万９，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億３４５万円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  地方債の補正。 

  第３条、地方債の変更、廃止は、「第３表 地方債補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきまして、１款町税では、既定額から今回４０万８，０００円を減額し、１

４億８，９５１万円と定めています。 
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  ２款地方譲与税では、既定額から３６９万１，０００円を減額。 

  ３款利子割交付金では、既定額から２２５万９，０００円を減額。 

  ４款配当割交付金では、既定額に９６８万４，０００円を追加。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金では、既定額に６９７万５，０００円を追加。 

  ６款地方消費税交付金では、既定額から３，９１７万円を減額。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金では、既定額から５６０万１，０００円を減額。 

  ８款自動車取得税交付金では、既定額から３１６万円を減額。 

  ９款地方特例交付金では、既定額から７７万５，０００円を減額。 

  １１款交通安全対策特別交付金では、既定額から８８万９，０００円を減額。 

  １２款分担金及び負担金では、既定額に１６９万４，０００円を追加。 

  １３款使用料及び手数料では、既定額から１１９万６，０００円を減額。 

  １４款国庫支出金では、既定額から４６１万１，０００円を減額。 

  １５款県支出金では、既定額から１，７０８万円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  １６款財産収入では、既定額に１９万３，０００円を追加。 

  １７款寄付金では、既定額から１７万円を減額。 

  １８款繰入金では、既定額から４，７１７万６，０００円を減額。 

  ２０款諸収入では、既定額から５，１７６万４，０００円を減額。 

  ２１款町債では、既定額から１，７３６万５，０００円を減額。 

  歳入合計では、既定額から今回１億７，６７６万９，０００円を減額し、６２億３４

５万円と定めています。 

  次に、歳出につきまして、１款議会費では、既定額から今回９９万８，０００円を減

額し、８，６６０万円と定めています。 

  ２款総務費では、既定額から１，８９０万６，０００円を減額。 

  ３款民生費では、既定額から７，３６８万５，０００円を減額。 

  ４款衛生費では、既定額から２，２０６万３，０００円を減額。 

  ５款農林水産業費では、既定額から１，５０７万５，０００円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  ６款商工費では、既定額から２００万９，０００円を減額。 

  ７款土木費では、既定額から２，７４４万４，０００円を減額。 

  ８款消防費では、既定額に４０万３，０００円を追加。 

  ９款教育費では、既定額から１，０１４万円を減額。 

  １０款災害復旧費では、既定額から５５７万２，０００円を減額。 
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  １１款公債費では、既定額から１２８万円を減額。 

  歳出合計では、既定額から今回１億７，６７６万９，０００円を減額し、６２億３４

５万円と定めています。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第２表 繰越明許費」です。 

  年度内に事業が完成しなかったため２７年度へ繰り越しを予定しています。 

  ２款総務費の番号制導入に係るシステム整備事業で１，９００万円、地方創生計画策

定事業で１，０８５万３，０００円、移住促進事業で１００万円。 

  ６款商工費のプレミアム商品券発行事業で２，９２８万円、観光振興事業で７０５万

円。 

  ７款土木費の産業振興施設整備事業で３，７５４万７，０００円、大内谷残土処分場

整備事業で２億６，２５７万円。 

  ８款消防費の消防救急デジタル無線整備事業で１０４万８，０００円、消防用車両装

備機器購入事業で７９４万８，０００円。 

  ９款教育費の観光振興事業で３００万円、球技場トイレ設置事業で２，３００万円。 

  １１事業合計では、４億２２９万６，０００円となってございます。 

  「第３表 地方債補正」です。 

  変更では、統合保育所建設事業につきましては、限度額を４０万円減額し、限度額１

億５６０万円に、道路橋梁等整備事業につきましては、限度額を４０万円同じく減額し、

限度額１６０万円に、産業振興施設整備事業につきましては、限度額に６０万円を追加

し、限度額４，１００万円に、臨時財政対策債につきましては、限度額を４６万５，０

００円減額し、限度額２億４，２６３万５，０００円に、公共土木施設災害復旧事業に

つきましては、限度額を１，３２０万円減額し、限度額５７０万円としてございます。 

  次の１０ページをお願いいたします。 

  廃止では、災害援護資金で限度額３５０万円は、該当がなかったことから廃止として

おります。 

  １１ページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、今回の補正は各事業の精

査及び本年度の実質収支額を見込んだ最終補正となっております。このページから１３

ページまでの明細につきましては、恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  各内訳につきまして、歳出からご説明させていただきます。 

  ２７ページをお願いいたします。 

  歳出につきましては、１款議会費では、各経費の精査によりまして既定額から９９万
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８，０００円を減額し、８，６６０万円と定めています。主なものとしましては、交際

費で３９万３，０００円を減額してございます。 

  ２款総務費の一般管理費では、精査により１，４２５万６，０００円の減額をしてご

ざいます。主なものとしまして、２９ページをお願いいたします、負担金、補助及び交

付金で退職手当特別負担金ほか７３４万７，０００円を減額してございます。番号制導

入に係るシステム整備事業で１，９００万円を２７年度へ繰り越すこととしてございま

す。財産管理費では４７７万７，０００円の追加で、主なものとしまして小集落改良住

宅基金積立金で５１５万５，０００円を追加してございます。防災対策費では、精査に

より２９１万５，０００円を減額してございます。主なものとしまして、３０ページを

お願いいたします、負担金、補助及び交付金で木造住宅の耐震改修費補助金ほか２１５

万３，０００円を減額してございます。交通安全対策費では、精査により１２３万７，

０００円を減額。企画費では、精査により１４万１，０００円を減額。地方創生計画策

定事業費ほかで１，１８５万３，０００円を平成２７年度へ繰り越すこととしてござい

ます。みんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ事業費では、精査により５万４，００

０円を追加。次のページをお願いいたします。男女共同参画社会推進費では、精査によ

り１８万９，０００円を減額。地籍調査費では、精査により５万６，０００円を減額。

税務総務費では６万４，０００円を追加、職員手当等を措置しています。賦課徴収費で

は、精査により３６万８，０００円を減額。戸籍住民基本台帳費では、精査により５０

万５，０００円を減額。次のページをお願いいたします。選挙管理委員会費では、精査

により１７万２，０００円を減額。町議会議員選挙費では、精査により６２万４，００

０円を減額。県知事選挙費では、精査により２万７，０００円を減額。市ノ瀬財産区議

会議員選挙費では２０６万９，０００円を減額。次のページをお願いいたします。県議

会議員選挙費では５０万５，０００円を減額。衆議院議員総選挙費では７５万８，００

０円を減額。指定統計調査費では４万９，０００円を追加、調査員報酬等を措置してい

ます。次のページをお願いいたします。監査委員費では、精査により２万８，０００円

を減額。 

  ３款民生費の社会福祉総務費では、精査により３４７万７，０００円を減額。主なも

のとしまして、繰出金で特別会計介護保険繰出金２９７万２，０００円を減額してござ

います。老人福祉費では、精査により１２９万２，０００円を減額。障害福祉費では、

精査により２，９７０万５，０００円を減額。主なものとしまして、次の４０ページを

お願いいたします、扶助費で障害福祉サービス等給付費ほか２，７８３万４，０００円

を減額してございます。社会・児童福祉医療費では、精査により１，４１２万９，００

０円を減額。主なものとしまして、扶助費で乳幼児医療費ほか９３５万９，０００円を
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減額してございます。大谷総合センター運営費では、補正額はございませんが、財源内

訳の変更を行ってございます。次のページをお願いいたします。児童福祉総務費では７

７万６，０００円を減額。保育所運営費では、精査により８４０万５，０００円を減額

してございます。４４ページをお願いいたします。保育所建設事業費では、精査により

１５７万１，０００円を減額。災害救助費では１，１９６万円を減額してございます。 

  ４款衛生費の保健衛生総務費では７２２万２，０００円を減額。主なものとしまして、

次のページをお願いいたします、繰出金で特別会計診療所事業繰出金７２４万円を減額

してございます。予防費では、精査により８１１万５，０００円を減額。主なものとし

まして、委託料で肺癌検診委託料ほかで６８８万４，０００円を減額してございます。

環境衛生費では、精査により２４２万３，０００円を減額。次のページをお願いいたし

ます。清掃総務費では、精査により４３０万３，０００円を減額。 

  ５款農林水産業費の農業委員会費では９６万４，０００円を減額。農業総務費では１，

０８３万６，０００円を減額。主なものとしまして、次の５０ページをお願いいたしま

す、繰出金で特別会計農業集落排水事業繰出金３３１万６，０００円を減額してござい

ます。農業振興費では、精査により１５３万３，０００円を減額。林業総務費では、精

査により１７４万２，０００円を減額。 

  次の５２ページをお願いいたします。 

  ６款商工費の商工総務費では、精査により２００万９，０００円を減額。プレミアム

商品券発行事業で２，９２８万円、観光振興事業で７０５万円を平成２７年度へ繰り越

すこととしてございます。 

  ７款土木費の土木総務費では、精査により７４万８，０００円を減額。道路橋梁総務

費では１４万４，０００円を追加。道路橋梁維持費では、精査により１５０万円を減額。

次のページをお願いいたします。高速道路推進費では、精査により１，６９３万円を減

額。産業振興施設整備事業で３，７５４万７，０００円、大内谷残土処分場整備事業で

２億６，２５７万円を２７年度へ繰り越すこととしてございます。社会資本整備総合交

付金事業費では４９万９，０００円を減額。河川総務費では１７万円を追加してござい

ます。河川改良費では２９５万６，０００円を減額。都市計画費では４０８万円を減額。

主なものとしまして、繰出金で特別会計公共下水道事業繰出金４２５万１，０００円を

減額してございます。次のページをお願いいたします。住宅管理費では１１４万８，０

００円を追加。主なものとしまして、積立金で定住促進住宅基金積立金１３４万１，０

００円を追加してございます。公営住宅建設事業費では、精査により２１９万３，００

０円を減額。 

  ８款消防費の常備消防費では７万４，０００円を減額。消防救急デジタル無線整備事
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業としまして１０４万８，０００円、消防用車両装備機器購入事業としまして７９４万

８，０００円を平成２７年度へ繰り越すこととしてございます。非常備消防費では６５

万７，０００円を追加。主なものとしまして、報償費で消防団員退職報償金ほかで１９

２万３，０００円を追加してございます。次のページをお願いいたします。水防費では、

精査により１８万円を減額。 

  ９款教育費の教育委員会費では、精査により１２万円を減額。事務局費では、同じく

精査により３５万７，０００円を減額。学校管理費では、精査により３９８万５，００

０円を減額。次の６０ページをお願いいたします。教育振興費では９万円を減額。中学

校費の学校管理費では、精査により５１万２，０００円を減額してございます。次の６

２ページをお願いいたします。教育振興費では、精査により２０万６，０００円を減額。

社会教育総務費では、精査により４２万８，０００円を減額。生涯学習事業費では、精

査により３１万１，０００円を減額してございます。次のページをお願いいたします。

公民館運営費では２４万６，０００円を追加。主なものとしまして、職員手当等で２１

万５，０００円を追加してございます。人権教育推進費では、精査により１３６万１，

０００円を減額。青少年対策費では１９万１，０００円を追加。次のページをお願いい

たします。児童館運営費では、精査により４６万６，０００円を減額。放課後児童対策

費では、精査により２３万円を減額。図書館運営費では、同じく精査により３１万６，

０００円を減額してございます。次のページをお願いいたします。文化会館運営費では、

精査により６５万円を減額してございます。７０ページをお願いいたします。保健体育

総務費では、精査により１３３万１，０００円を減額。観光振興事業で３００万円を平

成２７年度へ繰り越すこととしてございます。体育施設管理費では、精査により２１万

４，０００円を減額。球技場トイレ設置事業で２，３００万円を平成２７年度へ繰り越

すこととしてございます。 

  １０款災害復旧費の単独災害復旧事業費では３２４万２，０００円を減額。主なもの

としまして、入札差額によります工事請負費で３２０万円を減額してございます。現年

発生公共土木施設災害復旧事業費では９０万円を減額、同じく入札差額によります工事

請負費８４万円を減額してございます。２項農林水産施設災害復旧費の単独災害復旧事

業費では１０７万円を減額、入札差額によります工事費１００万円を減額してございま

す。次のページをお願いいたします。現年発生農業用施設災害復旧事業費では、精査に

より２４万円を減額。現年発生農地災害復旧事業費では、精査により１２万円を減額。 

  １１款公債費の元金では、補正額はございませんが、財源内訳の変更を行ってござい

ます。利子では１２８万円を減額してございます。 

  次の７３、７４ページにつきましては、今回の補正に係る給与費明細書です。恐れ入
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りますがお目通しをお願いいたします。 

  次に、歳入につきましてご説明させていただきますので、１４ページをお願いいたし

ます。 

  ２、歳入につきましては、今回の補正に係る財源となっております。 

  １款町税では、固定資産税で滞納繰越分としまして２５万４，０００円を減額。入湯

税では１５万４，０００円を減額。 

  ２款地方譲与税の地方揮発油譲与税では１１４万円を減額、自動車重量譲与税では２

５５万１，０００円を減額。 

  ３款利子割交付金では２２５万９，０００円を減額。 

  ４款配当割交付金では９６８万４，０００円を追加。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金では６９７万５，０００円を追加。 

  ６款地方消費税交付金では３，９１７万円を減額。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金では５６０万１，０００円を減額。 

  ８款自動車取得税交付金では３１６万円を減額。 

  次のページをお願いいたします。 

  ９款地方特例交付金では７７万５，０００円を減額。 

  １１款交通安全対策特別交付金では８８万９，０００円を減額。 

  １２款分担金及び負担金では、民生費負担金では１９０万６，０００円を追加、保育

所運営費負担金の追加でございます。災害復旧費分担金では２１万２，０００円を減額。 

  １３款使用料及び手数料の１項使用料では、合計で１１万１，０００円を追加。主な

ものとしまして、高齢者憩の家の使用料１２万４，０００円を追加してございます。２

項手数料では、合計で１３０万７，０００円の減額で、主なものとしましては、可燃・

不燃物収集処理手数料２４８万４，０００円を減額してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  １４款国庫支出金の民生費国庫負担金では５３万５，０００円の追加で、主なものと

しまして、障害者自立支援給付費負担金５８２万円を追加、障害児施設措置費（給付費

等）負担金３２７万２，０００円を減額してございます。２項国庫補助金では、各事業

の精査により合計で４８１万３，０００円を減額してございます。次の２０ページをお

願いいたします。３項の委託金では、合計で３３万３，０００円を減額してございます。 

  １５款県支出金の１項県負担金では、合計で５３万１，０００円を追加してございま

す。２項県補助金では、次の２２ページをお願いいたします、各事業の精査によりまし

て１７０７万２，０００円を減額してございます。３項の委託金では、総務費委託金で

５３万９，０００円を減額してございます。 
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  １６款財産収入の利子及び配当金では森林組合出資配当金１０万円を、財産売払収入

では合計で９万３，０００円を追加してございます。 

  １７款寄付金では合計で１７万円を減額。 

  １８款繰入金の基金繰入金では、各基金合計で、次の２４ページをお願いいたします、

４，５０９万６，０００円を減額してございます。２項の財産区繰入金では２０８万円

を減額。 

  ２０款諸収入では町預金利子で１万円を減額。納付金では３，０００円を減額。雑入

では、建設残土処分料５，１３５万６，０００円ほかによりまして、合計で５，１７５

万４，０００円を減額してございます。 

  ２１款の町債では、各事業の精査によりまして、次の２６ページをお願いいたします、

合計で１，７３６万５，０００円を減額してございます。 

  以上が３月３１日付をもって専決しました内訳となってございます。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第４号についてご説明いたします。 

  報告第４号、平成２６年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書。 

  ２款総務費では、番号制導入係るシステム事業費で繰越金１，９００万円、地方創生

計画策定事業で１，０８５万３，０００円、移住促進事業で１００万円。 

  ６款商工費では、プレミアム商品券発行事業で２，９２８万円、観光振興事業で７０

５万円。 

  ７款土木費では、産業振興施設整備事業で３，７５４万７，０００円、大内谷残土処

分場整備事業で２億６，２５７万円。 

  ８款消防費では、消防救急デジタル無線の整備事業で１０４万８，０００円、消防用

車両装備機器購入事業で７９４万８，０００円。 

  ９款教育費では、観光振興事業で３００万円、球技場トイレ設置事業で２，３００万

円。 

  １１事業合計で４億２２９万６，０００円となってございます。 

  財源内訳としましては、国県支出金としまして１億３０６万１，０００円、地方債が

１，１７０万円、諸収入が２億６，２５７万円、一般財源が２，４９６万５，０００円

となってございます。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  この報告につきましては、専決第３号の第２条によりご説明申し上げました繰越明許

費について、地方自治法施行令の１４６条の規定に基づきまして財源内訳とともに報告

するものでございます。 
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  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  午前１１時まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時４６分 

───────────── 

再開 午前１０時５９分 

───────────── 

○議長（奥田 誠） 

  再開します。 

  議場３分前の開会のサイレンがちょっと故障のため鳴らないんで、また後日確認をし

ておきますので、よろしくお願いします。 

  それと、田上企画員のほうが席の移動がありましたので、報告だけいたします。 

  それでは、引き続き提案理由の説明を求めます。 

  住民生活課長、原君。 

○住民生活課長（原 宗男） 

  よろしくお願いいたします。私からは、報告第５号から報告第８号についてご説明を

いたします。 

  報告第５号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第４号、平成２６年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第４号、平成２６年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２億１，２９４万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億８，５７３万４，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  なお、この会計における３月末の国保加入者世帯は２，７３４世帯です。被保険者数

は４，８５３人となってございます。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款国民健康保険税では、既定額から２，８９８万６，０００円を減額。 

  ３款国庫支出金では、既定額から９，８４０万５，０００円を減額。 

  ４款療養給付費交付金では、既定額に３７６万３，０００円を追加。 

  ５款前期高齢者交付金では、既定額に９９８万６，０００円を追加。 

  ６款県支出金では、既定額から８８１万６，０００円を減額。 

  ７款共同事業交付金では、既定額から８，１４９万円を減額。 

  ８款財産収入では、既定額に１万円を追加。 

  ９款繰入金では、既定額から１，７０８万８，０００円を減額。 

  次のページをお願いします。 

  １１款諸収入では、既定額に８０８万６，０００円を追加。 

  歳入合計といたしまして、既定額から２億１，２９４万円を減額し、１９億８，５７

３万４，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額から３２８万９，０００円を減額。 

  ２款保険給付費では、既定額から１億６，４００万４，０００円を減額。 

  ３款後期高齢者支援金等では、既定額から５１６万９，０００円を減額。 

  ４款前期高齢者納付金等では、既定額から３３万６，０００円を減額。 

  ５款老人保健拠出金では、既定額から１１万円を減額。 

  ６款介護納付金では、既定額から６２５万８，０００円を減額。 

  次のページをお願いします。 

  ７款共同事業拠出金では、既定額から８，１８８万円を減額。 

  ８款保健事業費では、既定額から９６４万２，０００円を減額。 

  ９款基金積立金では、既定額に６，００１万円を追加。 

  １１款諸支出金では、既定額から１２６万２，０００円を減額。 

  １２款予備費では、既定額から１００万円を減額。 

  歳出合計といたしまして、既定額から２億１，２９４万円を減額し、１９億８，５７
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３万４，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  ６ページ、７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、お

目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ８ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  １款国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税では、１，８６０万６，００

０円の減額。主なものとしまして、医療給付費分現年課税分１，６７４万８，０００円

を減額しています。２目退職被保険者等国民健康保険税では１，０３８万円の減額。主

なものとしまして、医療給付費分現年課税分６９８万７，０００円を減額しています。 

  次のページをお願いします。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金では、合計で５，９４６万８，０００円を減額して

います。主なもので、療養給付費負担金４，７７５万８，０００円の減額、高額医療費

共同事業負担金８７８万８，０００円を減額しています。２項国庫補助金、１目財政調

整交付金では、３，８９３万７，０００円の減額。 

  ４款療養給付費交付金、１目療養給付費交付金では、３７６万３，０００円を追加し

ています。 

  次のページをお願いします。 

  ５款前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金では、９９８万６，０００円を追加。 

  ６款県支出金、１項県負担金では、合計で８００万１，０００円の減額。２項県補助

金、１目財政対策補助金では、８１万５，０００円の減額。 

  １０ページ、１１ページの共同事業交付金では、合計で８１４９万円を減額していま

す。 

  ８款財産収入、１目利子及び配当金では、１万円の追加。 

  ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、３０３万７，０００円の

減額。２項基金繰入金、１目国民健康保険基金繰入金では、１，４０５万１，０００円

を減額しています。基金の繰り入れの必要がございませんので、全額を減額してござい

ます。 

  次のページをお願いします。 

  １１款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料では、６０９万５，０００円を追加して

います。２項町預金利子では、１，０００円の減額。３項雑入では、合計で１９９万２，

０００円を追加しています。主なもので、一般被保険者第三者納付金１６８万７，００

０円を追加しています。 
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  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費、１項総務管理費では、合計で３５０万５，０００円を減額しています。

主なもので、委託料３１８万２，０００円を減額しています。２項徴税費では、時間外

手当２５万円を追加しています。 

  次のページをお願いします。 

  ３項運営協議会費では、精査により３万４，０００円を減額しています。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費では、合計で１億１，４７２万４，０００円を減額。

次のページをお願いします。２項高額療養費では、合計で４，８８６万１，０００円を

減額しています。それぞれ財源内訳の見直しと精査により減額を行っています。４項出

産育児諸費では、１，０００円の追加。次のページをお願いします。５項葬祭諸費では、

精査により４２万円を減額してございます。 

  ３款後期高齢者支援金等、４款前期高齢者納付金等、次の１７ページをお願いします、

５款老人保健拠出金につきましては、それぞれの額の決定により減額を行っています。 

  介護納付金につきましては、６２５万８，０００円の減額。 

  ７款共同事業拠出金につきましては、８，１８８万円を減額しています。 

  次のページをお願いします。 

  ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費では、５５

８万３，０００円の減額。精査により減額をしてございます。２項保健事業費、１目保

健衛生普及費では、４０５万９，０００円の減額。同じく精査により減額を行ってござ

います。 

  次のページをお願いします。 

  ９款基金積立金につきましては、国民健康保険基金積立金として６，００１万円を追

加してございます。これにより、平成２６年度末の基金残高は、２億４，００５万２，

１０７円になると見込んでいます。 

  １１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金では、１５８万４，０００円の減額。２

項返還金では、３２万２，０００円を追加しています。 

  次のページをお願いします。 

  １２款予備費では、１００万円を減額してございます。 

  次の２１ページ、２２ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますがお目通

しのほどよろしくお願いいたします。 

  続いて、報告第６号をお願いします。 

  報告第６号、専決処分の承認を求めることについて。 
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  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第５号、平成２６年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第４号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第５号、平成２６年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第４号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２４３万１，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億３，８３７万９，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  この会計における３月末の第１号被保険者数は３，６９０名で、認定者数は８２２名、

受給者数は６７１名となってございます。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款保険料では、既定額に２５０万８，０００円を追加。 

  ２款使用料及び手数料では、既定額から１，０００円の減額。 

  ３款国庫支出金では、既定額から１７５万４，０００円を減額。 

  ４款支払基金交付金では、既定額に１，０００円を追加。 

  ５款県支出金では、既定額に１，０００円を追加。 

  ６款財産収入では、既定額から２，０００円を減額。 

  ７款繰入金では、既定額から２９７万２，０００円を減額。 

  ９款諸収入では、既定額に９７万２，０００円を追加。 

  次のページをお願いします。 

  １０款町債では、既定額から１１８万４，０００円を減額。 

  歳入合計といたしまして、既定額から２４３万１，０００円を減額し、１３億３，８
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３７万９，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額から３１万２，０００円を減額。 

  ２款保険給付費では、既定額に１９万２，０００円を追加。 

  ３款公債費では、既定額から１５０万円を減額。 

  ４款地域支援事業費では、既定額から７１万円を減額。 

  ５款諸支出金では、既定額から１０万１，０００円を減額。 

  次のページをお願いします。 

  歳出合計といたしまして、既定額から２４３万１，０００円を減額し、１３億３，８

３７万９，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  「第２表 地方債補正」。 

  変更でございます。 

  起債の目的、財政安定化基金貸付金。補正前限度額６８８万４，０００円。起債の方

法、普通貸借。利率、無利子でございます。償還の方法、和歌山県介護保険財政安定化

基金の貸し付け条件による。ただし、町財政の都合により償還期限を短縮し、または繰

り上げ償還することができる。補正後でございます。限度額を５７０万円に変更してご

ざいます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。 

  次の７ページ、８ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ９ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款保険料、１目第１号被保険者保険料では、２５０万８，０００円を追加。 

  ２款使用料及び手数料では、１，０００円を減額。 

  ３款国庫支出金、２項国庫補助金では、合計で１７５万４，０００円を減額。 

  ４款支払基金交付金、２目地域支援事業支援交付金では、１，０００円を追加してい

ます。 

  次のページをお願いします。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金では、１，０００円の減額。２

項県補助金、１目介護予防事業交付金では、２，０００円を追加。 

  ６款財産収入では、２，０００円の減額をしてございます。介護給付費準備基金の預

金利子でございます。 
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  ７款繰入金、１項一般会計繰入金では、次のページをお願いします、合計で２９７万

２，０００円を減額しています。 

  ９款諸収入、１項町預金利子では、１，０００円の減額。２項雑入では、９７万３，

０００円を追加してございます。主なもので、新予防給付サービス計画費収入７２万７，

０００円を追加してございます。 

  １０款町債、１目財政安定化基金貸付金では、１１８万４，０００円を減額してござ

います。 

  次のページをお願いします。１２ページです。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費、１項総務管理費では、６１万６，０００円の減額。それぞれの所要の経

費の精査を行ってございます。次のページをお願いします。２項徴収費、３項介護認定

調査費につきましては、それぞれの所要の経費の精査を行ってございます。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費につきましては、要介護認定者に係る分で

ございます。次の１４ページをお願いします。合計で２００万円を減額しています。そ

れぞれの介護サービス費の精査を行ってございます。２項介護予防サービス等諸費につ

きましては、要支援認定者に係る分でございます。１５ページをお願いします。合計で

９４万６，０００円を減額しています。それぞれの介護予防サービス費の精査を行って

ございます。３項その他諸費では、１万９，０００円を追加。４項高額介護サービス等

費では、７６万６，０００円を追加しています。次のページをお願いします。５項高額

医療合算介護サービス等費では、２１４万１，０００円を追加。６項特定入所者介護サ

ービス等費につきましては、施設入所者の食事、居住費に係る分でございます。２１万

２，０００円を追加しています。 

  公債費につきましては、一時借入金がございませんでしたので、１５０万円を減額し

てございます。 

  次のページをお願いします。 

  ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費では、それぞれの所要

の経費の精査により２９万８，０００円を減額しています。２項包括的支援事業・任意

事業費につきましては、次の１８ページ、１９ページをお願いします、それぞれの所要

の経費の精査によりまして４１万２，０００円を減額しています。 

  ５款諸支出金、２目保険料還付金では、１０万１，０００円を減額してございます。 

  次の２０ページをお願いします。 

  ２０ページ、２１ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しの

ほどよろしくお願いいたします。 
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  続いて、報告第７号をお願いいたします。 

  報告第７号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第６号、平成２６年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第６号、平成２６年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６０４万６，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６，１５７万８，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  なお、この会計における３月末の被保険者数は１，９２４名となってございます。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款保険料では、既定額から５１０万９，０００円を減額。 

  ２款繰入金では、既定額から１３７万４，０００円を減額。 

  ４款諸収入では、既定額に４３万７，０００円を追加。 

  歳入合計といたしまして、既定額から６０４万６，０００円を減額し、２億６，１５

７万８，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額から３５万５，０００円を減額。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金では、既定額から５５４万５，０００円を減額。 

  ３款保健事業費では、既定額から９，０００円を減額。 

  ４款公債費では、既定額から１８万８，０００円を減額。 

  ５款諸支出金では、既定額に５万１，０００円を追加。 
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  歳出合計といたしまして、既定額から６０４万６，０００円を減額し、２億６，１５

７万８，０００円と定めています。 

  次の４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ６ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款保険料、１目後期高齢者保険料では、５１０万９，０００円の減額。 

  ２款繰入金、１目一般会計繰入金では、１３７万４，０００円の減額。 

  ４款諸収入につきましては、それぞれ精査を行ってございます。 

  ８ページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費、１項総務管理費では、１５万６，０００円の減額。２項徴収費では、１

９万９，０００円の減額をしています。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金では、負担金の確定により５５４万５，０００円

を減額しています。 

  次のページをお願いします。 

  ３款保健事業費では、人間ドック補助金９，０００円を減額してございます。 

  ４款公債費につきましては、一時金の借り入れがございませんでしたので、１８万８，

０００円全額を減額してございます。 

  ５款諸支出金につきましては、過年度保険料還付金５万１，０００円を追加してござ

います。 

  続いて、報告第８号をお願いいたします。 

  報告第８号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第７号、平成２６年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第２号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第７号、平成２６年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第２号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計診療所事業補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 
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  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７８２万３，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５５９万９，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款診療収入では、既定額から３９万４，０００円を減額。 

  ２款使用料及び手数料では、既定額から１９万円を減額。 

  ３款繰入金では、既定額から７２４万円を減額。 

  ４款諸収入では、既定額に１，０００円を追加。 

  歳入合計といたしまして、既定額から７８２万３，０００円を減額し、３，５５９万

９，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費では、既定額から３６３万３，０００円を減額。 

  ２款医業費では、既定額から３９６万５，０００円を減額。 

  ３款公債費では、既定額から２２万５，０００円を減額。 

  歳出合計といたしまして、既定額から７８２万３，０００円を減額し、３，５５９万

９，０００円と定めています。 

  次の４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ６ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款診療収入、１項外来収入では、合計で１４万４，０００円を追加しています。２

項その他の診療収入では、５３万８，０００円を減額しています。 

  ２款使用料及び手数料では、１９万円を減額してございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３款繰入金では、一般会計繰入金で７２４万円を減額してございます。 

  ４款諸収入につきましては、１，０００円を追加してございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出です。 
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  ８ページ、９ページの１款総務費につきましては、所要の経費の精査を行い、合計で

３６３万３，０００円を減額しています。 

  ２款医業費につきましても所要の経費の精査を行い、合計で３９６万５，０００円を

減額してございます。 

  次の１０ページをお願いします。 

  ３款公債費につきましては、一時金の借り入れがございませんでしたので、全額２２

万５，０００円を減額してございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  産業建設課企画員、三栖君。 

○産業建設課企画員（三栖啓功） 

  私のほうからは、報告第９号についてご説明させていただきます。 

  報告第９号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第８号、平成２６年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第８号、平成２６年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，１７６万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５，２３０万８，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  １ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  款２諸収入、収益事業収入及び雑入として３，１７６万５，０００円を増額しており

ます。歳入歳出合計としては、既定額から３，１７６万５，０００円を増額して、７億
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５，２３０万８，０００円と定めております。 

  歳出。 

  １款宅地造成費、宅地造成管理費として３，８２６万５，０００円を増額しておりま

す。２款公債費として６５０万円を減額しております。歳出合計としましては、既定額

から３，１７６万５，０００円を増額して、７億５，２３０万８，０００円と定めてお

ります。 

  ３ページ目の歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、お目通しをお願いしま

す。 

  ４ページをお願いします。 

  ２、歳入につきまして、２款諸収入として宅地造成事業収入３，０８６万７，０００

円を増額しております。雑入としては８９万８，０００円を増額しております。諸収入

合計につきましては、既定額から３，１７６万５，０００円を増額して、７億５，２２

９万８，０００円としております。 

  ５ページをお願いします。 

  歳出につきまして、１款として宅地造成費、１目宅地造成事業費として３，５９６万

３，０００円を減額しております。２目残土処理場事業費として７，４２２万８，００

０円を増額しております。計といたしまして、既定額から３，８２６万５，０００円を

増額して、３億５，４４０万５，０００円としております。 

  ２款公債費として、利子として６５０万を減額しております。 

  以上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  教育委員会生涯学習課長、藪内君。 

○教育委員会生涯学習課長（藪内博文） 

  よろしくお願いします。私のほうからは、報告第１０号についてご説明申し上げます。 

  報告第１０号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第９号、平成２６年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第９号、平成２６年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計奨学事業補正予算（第１号）は、次に定めるところ
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による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９万９，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８６２万６，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款財産収入、１項財産運用収入で、既定額から今回１万８，０００円を減額。 

  ２款の繰越金、１項繰越金、既定額から今回１，０００円を減額。 

  ３款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、既定額から今回１，０００円を減額。２

項の町預金利子、既定額から今回１，０００円を減額。３項の貸付金元利収入、既定額

に今回１２万円を追加。 

  歳入合計といたしまして、既定額に今回９万９，０００円を追加し、８６２万６，０

００円と定めてございます。 

  歳出です。 

  歳出では、１款総務費で、既定額に今回９万９，０００円を追加。 

  歳出合計といたしまして、既定額に今回９万９，０００円を追加し、８６２万６，０

００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  なお、歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、お目通しをお願いしま

す。 

  次のページをお願いします。４ページになります。 

  歳入でございます。 

  １款財産収入、１目利子及び配当金で１万８，０００円を減額。奨学基金利子でござ

います。 

  ２款の繰越金、１目繰越金で１，０００円を減額。 

  ３款の諸収入、１目延滞金で１，０００円を減額。２項の町預金利子、１目町預金利

子で１，０００円を減額。３項１目奨学事業貸付金元利収入で１２万円を追加。奨学金

元金収入現年分として１件９万６，０００円を追加してございます。これは繰上償還分

でございます。それから元利収入滞繰分で１件２万４，０００円を追加措置してござい
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ます。最終償還件数としまして４６件分を見込んでございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出。 

  １款総務費、１目一般管理費で９万９，０００円を追加措置しております。主なもの

は、２１節の貸付金で１３２万円を減額、最終貸し付け件数は３０件となってございま

す。大学・短大で１７件、高校で３件となってございます。２５節積立金で奨学基金と

して１４２万４，０００円を追加してございます。なお、当該年度末の基金見込み額は

７６９万３，７９８余円を見込んでございます。 

  以上でございます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  上下水道課長、植本君。 

○上下水道課長（植本 亮） 

  私からは、報告第１１号、報告第１２号についてご説明申し上げます。 

  報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたので同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１０号、平成２６年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１０号、平成２６年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３６７万７，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，５７３万３，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款分担金及び負担金、既定額に１３７万２，０００円を追加。 
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  ２款使用料及び手数料、既定額から１７３万１，０００円を減額。 

  ３款繰入金、既定額から３３１万６，０００円を減額。 

  ４款諸収入、既定額から２，０００円を減額。 

  歳入合計といたしましては、既定額から３６７万７，０００円を減額して、１億８，

５７３万３，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款農業集落排水事業費、既定額から３５５万２，０００円を減額。 

  ２款公債費、既定額から１２万５，０００円を減額。 

  歳出合計といたしましては、既定額から３６７万７，０００円を減額して、１億８，

５７３万３，０００円と定めております。 

  次の４ページ、５ページ、事項別明細書につきましては、お目通しのほどをよろしく

お願いします。 

  ６ページをお願いします。 

  ２、歳入。 

  １款分担金及び負担金、農業集落排水事業負担金、既定額に１３７万２，０００円を

追加して２４０万９，０００円としております。これについては、新規加入４基増設に

伴う増額となってございます。 

  ２款使用料及び手数料、農業集落排水使用料、既定額から１７３万１，０００円を減

額して４，４８９万７，０００円としております。 

  ３款繰入金、一般会計繰入金、既定額から３３１万６，０００円を減額して１億３，

８４２万１，０００円と定めております。 

  ４款諸収入、町預金利子、既定額から１，０００円を減額してゼロ円としております。

４款諸収入、雑入、既定額から１，０００円を減額して６，０００円としております。

電柱の占用使用料であります。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出。 

  １款農業集落排水事業、総務費、既定額から６５万６，０００円を減額して９９５万

４，０００円としております。主なものといたしましては、職員手当等、時間外勤務手

当１７万２，０００円の減額、事業費の確定による汚水処理施設維持管理委託料３３万

７，０００円の減額であります。２、施設維持管理費、既定額から２８９万６，０００

円を減額しております。これにつきましては、各地区の施設維持管理費の精査による減

額であります。主なものといたしましては、需用費、光熱水費の１４７万１，０００円
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の減額であります。計といたしましては、既定額から３５５万２，０００円を減額して

６，８０８万４，０００円としております。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２款公債費、利子、既定額から１２万５，０００円を減額して２，９５０万１，００

０円と定めております。これにつきましては、一時借入金の利子の減額でございます。 

  ９ページの給与明細書につきましては、お目通しのほどをよろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第１２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたので同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１１号、平成２６年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１１号、平成２６年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，１５８万８，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８，１６３万２，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成２７年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  １款分担金及び負担金、既定額に６５２万６，０００円を追加。 

  ２款使用料及び手数料、既定額に１７３万２，０００円を追加。 

  ３款国庫支出金、既定額から９００万円を減額。 

  ５款財産収入、既定額に３，０００円を追加。 

  ６款繰入金、既定額から７０４万７，０００円を減額。 

  ８款諸収入、既定額から２，０００円を減額。 
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  ９款町債、既定額から１，３８０万円を減額。 

  歳入合計といたしましては、既定額から２，１５８万８，０００円を減額し、２億８，

１６３万２，０００円と定めております。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款公共下水道事業費、既定額から２，０２６万４，０００円を減額。 

  ２款公債費、既定額から１３２万４，０００円を減額。 

  歳出合計といたしましては、既定額から２，１５８万８，０００円を減額し、２億８，

１６３万２，０００円と定めております。 

  ５ページをお願いします。 

  「第２表 地方債補正」でございます。 

  変更でございます。地方債の変更でございまして、事業費の確定により限度額６，３

５０万円から１，３８０万円を減額し、４，９７０万円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  ６ページ、７ページの事項別明細書につきましては、お目通しのほどをよろしくお願

いします。 

  ８ページをお願いします。 

  ２、歳入。 

  １款分担金及び負担金、公共下水道受益者負担金、既定額に６５２万６，０００円を

追加して１，３５０万円と定めております。 

  ２款使用料及び手数料、公共下水道使用料、既定額に１７３万２，０００円を追加し

て３，７２５万５，０００円と定めております。 

  ３款国庫支出金、公共下水道事業費国庫補助金、既定額から９００万円を減額して５，

１００万としております。 

  ５款財産収入、利子及び配当金、既定額に３，０００円を追加して２１万３，０００

円としております。 

  ６款繰入金、一般会計繰入金といたしまして、既定額から４２５万１，０００円を減

額して１億２，０４０万６，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  ６款繰入金、下水道事業基金繰入金といたしましては、既定額から２７９万６，００

０円を減額して７８５万２，０００円としてございます。 

  ８款諸収入、町預金利子、既定額から１，０００円を減額してゼロ円としております。

８款諸収入、雑入といたしましては、既定額から１，０００円を減額し、ゼロ円として
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おります。 

  ９款町債、公共下水道事業債につきましては、既定額から１，３８０万円を減額して

４，９７０万円としてございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出でございます。 

  １款公共下水道事業費、公共下水道事業費につきまして、既定額から９８７万４，０

００円を減額し、１億４，９４０万１，０００円としております。主なものといたしま

しては、下水道管布設工時請負費の２，２７６万６，０００円の減額であります。積立

金につきましても精査をし、１，３４３万５，０００円の増額をしております。これに

よりまして、平成２６年度末の基金総額につきましては２億４，０３８万８，５５０円

となる見込みでございます。次、施設維持管理費でございます、既定額から１，０３９

万を減額して２，２３０万５，０００円としております。これにつきましては、浄化セ

ンター朝来汚水中継ポンプ等の維持管理費の精査による減額でございます。計といたし

ましては、既定額から２，０２６万４，０００円を減額し、１億７，１７０万６，００

０円と定めております。 

  ２款公債費、利子、既定額から１３２万４，０００円を減額し、３，６８３万６，０

００円としております。これにつきましては、償還金利子と一時借入金の利子でありま

す。 

  １２ページの給与明細書につきましては、お目通しのほどをよろしくお願いいたしま

す。 

  以上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  午後１時３０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１１時５２分 

───────────── 

再開 午後 １時２８分 

───────────── 

○議長（奥田 誠） 

  再開します。 

  午前に引き続き、提案理由の説明を求めます。 

  住民生活課長、原君。 

○住民生活課長（原 宗男） 
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  よろしくお願いいたします。 

  報告第１３号についてご説明いたします。 

  報告第１３号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１２号、平成２７年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１２号、平成２７年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１号）。 

  平成２７年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９０万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億３，２０６万６，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２７年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款保険料では、補正前の額に９０万７，０００円を追加。歳入合計といたしまして、

補正前の額に９０万７，０００円を追加し、１３億３，２０６万６，０００円と定めて

います。 

  続いて歳出です。 

  ５款前年度繰上充用金では、補正前の額に９０万７，０００円を追加。歳出合計とい

たしまして、補正前の額に９０万７，０００円を追加し、１３億３，２０６万６，００

０円と定めています。 

  次の３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  １款保険料、１目第１号被保険者保険料では、９０万７，０００円を追加。平成２６
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年度の介護保険事業で９０万７，０００円の赤字となり、繰上充用することになりまし

たので、その不足分を保険料で補塡をしてございます。 

  続いて、３、歳出です。 

  ５款前年度繰上充用金、１目前年度繰上充用金９０万７，０００円。平成２６年度の

赤字分を繰上充用してございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  産業建設課企画員、三栖君。 

○産業建設課企画員（三栖啓功） 

  私のほうからは、報告第１４号についてご説明をさせていただきます。 

  報告第１４号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１３号、平成２７年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１３号、平成２７年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。 

  平成２７年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億９，８４４万２，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２，３３８万６，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金の補正。 

  第２条、一時借入金の借入の最高額に４億円を追加し、一時借入金の借入れの最高額

を５億円とする。 

  平成２７年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  ３款諸収入、収益事業収入及び雑入として、補正前の額に３億９，８４４万２，００
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０円を追加しております。 

  歳出。 

  ２款公債費として、補正前の額に５００万円を追加しております。 

  ３款前年度繰上充用金として、３億９，３４４万２，０００円を追加しております。 

  歳出合計としまして、補正前の額に３億９，８４４万２，０００円を追加し、６億２，

３３８万６，０００円と定めております。 

  次の３ページ、４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、

お目通しをお願いします。 

  ６ページをお願い申し上げます。 

  ２、歳入につきまして、３款諸収入として宅地造成事業収入、補正前の額に３億９，

８４４万２，０００円を追加しております。計といたしまして、補正前の額に３億９，

８４４万２，０００円を追加し、５億７，３３７万６，０００円としております。 

  ８ページをお願いします。 

  ３、歳出につきまして、２款として公債費、利子として補正前の額に５００万円を追

加しております。計といたしまして、６５０万円と定めています。 

  ３款として前年度繰上充用金は、補正前の額に３億９，３４４万２，０００円を追加

しております。 

  参考といたしまして、２６年度は３億９，７０９万３，０００円でございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  総務政策課企画員、撫養君。 

○総務政策課企画員（撫養充洋） 

  私のほうからは、報告第１５号及び報告第１６号についてご説明いたします。 

  まず、報告第１５号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１４号、平成２７年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページ、お願いいたします。 

  専決第１４号、平成２７年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）でございます。 
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  平成２７年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３９２万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７９万７，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は５００万円と定める。 

  平成２７年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  １款諸収入、補正前の額に３９２万４，０００円を追加し、５７９万７，０００円と

定めています。歳入合計といたしましては、補正前の額に３９２万４，０００円を追加

し、５７９万７，０００円と定めております。 

  歳出でございます。 

  １款公債費、補正前の額に５万円を追加し、１９２万３，０００円と定めております。

２款前年度繰上充用金、今回新たに３８７万４，０００円を計上いたしております。歳

出合計といたしましては、補正前の額に３９２万４，０００円を追加し、５７９万７，

０００円と定めております。 

  次の３ページから５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入。 

  １款諸収入、１目宅地取得資金貸付金元利収入、補正前の額に３９２万４，０００円

を追加し、５７９万７，０００円と定めております。 

  ３、歳出。 

  １款公債費、２目利子、補正前の額に５万円を追加し、２０万４，０００円と定めて

おります。合計としましては、補正前の額に５万円を追加し、１９２万３，０００円と

定めております。 

  ２款前年度繰上充用金、今回新たに３８７万４，０００円を追加計上いたしておりま
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す。 

  続きまして、報告第１６号についてご説明申し上げます。 

  報告第１６号、専決処分の承認を求めることについて。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１５号、平成２７年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  １ページをお願いいたします。 

  専決第１５号、平成２７年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）でございます。 

  平成２７年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，８７２万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５４１万５，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は４，５００万円と定める。 

  平成２７年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。 

  歳入。 

  １款諸収入、補正前の額に３，８７２万５，０００円を追加し、４，５４１万５，０

００円と定めております。歳入合計といたしましては、補正前の額に３，８７２万５，

０００円を追加し、４，５４１万５，０００円と定めております。 

  歳出でございます。 

  １款公債費、補正前の額に４５万円を追加し、７１４万円と定めております。２款前

年度繰上充用金、今回新たに３，８２７万５，０００円を計上いたしております。歳出

合計といたしましては、補正前の額に３，８７２万５，０００円を追加し、４，５４１
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万５，０００円と定めております。 

  ３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  ２、歳入。 

  １款諸収入、１目住宅新築資金貸付金元利収入、補正前の額に３，８７２万５，００

０円を追加し、４，５４１万５，０００円と定めております。 

  ３、歳出。 

  １款公債費、２目利子、補正前の額に４５万円を追加し、１０５万１，０００円と定

めております。合計としましては、補正前の額に４５万円を追加し、７１４万円と定め

ております。 

  ２款前年度繰上充用金でございます。今回新たに３，８２７万５，０００円を計上い

たしております。 

  以上でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  総務政策課長、福田君。 

○総務政策課長（福田睦巳） 

  私からは、議案第４２号から議案第４４号についてご説明申し上げます。 

  議案第４２号、上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例を廃止する

条例。 

  上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例を廃止する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例を廃止する条例（案）。 

  上富田町教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例は、廃止する。 

  この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成

２７年４月１日から施行されたことに伴い、教育長は一般職から特別職になることから、

本条例を廃止するものでございます。 

  附則で、この条例は公布の日から施行する。 

  また、経過措置として、現教育長の在職期間中は、この条例による廃止前の上富田町

教育委員会教育長の給与の減額支給に関する条例の規定は、なおその効力を有するとし

てございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 



－ 47 － 

  続きまして、議案第４３号、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を

改正する条例。 

  町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部改正。 

  町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

  町長等の給与の減額支給に関する条例。 

  第１条中「及び副町長」を「、副町長及び教育長」に改め、同条に次の１号を加える。 

  第３号、教育長、１００分の１０。 

  第２条に次の１号を加える。 

  第３号、教育長、平成２７年９月分から平成３０年８月分まで。 

  この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成

２７年４月１日から施行されたことに伴い、教育長は一般職から特別職になることから、

その任期に合わせて本条例に教育長を加えるものでございます。 

  附則で、この条例は公布の日から施行する。 

  また、経過措置として、現教育長の在職期間中は、この条例による改正前の町長及び

副町長の給与の減額支給に関する条例の規定は、なおその効力を有するとしてございま

す。 

  最後のページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第４４号、さわやか上富田まちづくり寄付条例の一部を改正する条

例。 

  さわやか上富田まちづくり寄付条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  さわやか上富田まちづくり寄付条例の一部を改正する条例（案）。 

  さわやか上富田まちづくり寄付条例の一部改正。 

  さわやか上富田まちづくり寄付条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  第３号、文化芸術及び生涯スポーツの振興に資する事業。 
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  この条例は、寄附者の社会的投資を具体化する事業に、文化芸術と生涯スポーツの振

興に資する事業を設けることにより、より一層、寄附者の意思を反映できるように本条

例の一部を改正するものでございます。 

  附則で、この条例は平成２７年７月１日から施行するとしてございます。 

  最後のページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  住民生活課企画員、坂本君。 

○住民生活課企画員（坂本 厳） 

  よろしくお願いいたします。 

  議案第４５号についてご説明いたします。 

  議案第４５号、上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例。 

  上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別紙の

ように改正する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例（案）。 

  上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。 

  上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  本条例の一部改正につきましては、小規模型保育所において、保育士として保健師ま

たは看護師の確保が困難であるとの地域の実情に鑑み改正するものでございます。 

  改正内容につきましては、第２９条第３項、第３１条第３項、第４４条第３項及び第

４７条第３項中「保健師又は看護師」を「保健師、看護師又は准看護師」に改正するも

のでございます。 

  附則で、この条例は公布の日から施行するとしてございます。 

  次のページに参考資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、お目通し

よろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  住民生活課長、原君。 
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○住民生活課長（原 宗男） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第４６号から議案第４８号についてご説明いたします。 

  議案第４６号、上富田町重度心身障害児（者）医療費の支給に関する条例の一部を改

正する条例。 

  上富田町重度心身障害児（者）医療費の支給に関する条例の一部を別紙のように改正

する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町重度心身障害児（者）医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

（案）。 

  上富田町重度心身障害児（者）医療費の支給に関する条例の一部改正。 

  上富田町重度心身障害児（者）医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  今回の一部改正につきましては、和歌山県県費補助金交付要綱の改正に伴うもので、

主な改正としまして、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費を助成の対象に加えていま

す。また、重度心身障害児（者）医療費の支給対象者の対象分のうち、加入している健

康保険から付加給付を受ける定めがある場合や他の法令等により医療費の支給を受けた

場合は、その分を控除するとしています。ほか、字句の改正も行ってございます。 

  次のページをお願いします。 

  附則としまして、この条例は平成２７年８月１日から施行するとしてございます。 

  経過措置としまして、この条例による改正後の上富田町重度心身障害児（者）医療費

の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療の給付に係る医療

費の支給について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の支給につい

ては、なお従前の例によるとしてございます。 

  なお、次のページから参考資料としまして新旧対照表を添付していますので、ご参照

をお願いいたします。 

  続いて、議案第４７号についてご説明いたします。 

  議案第４７号、上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。 

  上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例（案）。 
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  上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正。 

  上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

  本条例の一部改正につきましても、和歌山県県費補助金交付要綱の改正に伴うもので、

主な改正としまして、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費を助成対象に加えています。

また、付加給付を受ける定めがある場合や他の法令等により医療費の支給を受けた場合

は、その分を控除するとしてございます。ほか、字句の改正も行ってございます。 

  次のページをお願いします。 

  附則としまして、この条例は平成２７年８月１日から施行するとしてございます。 

  経過措置としまして、この条例による改正後の上富田町乳幼児医療費の支給に関する

条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療の給付に係る医療費の支給につい

て適用し、同日前に受けた医療の給付に係る医療費の支給については、なお従前の例に

よるとしてございます。 

  次のページから参考資料としまして新旧対照表を添付してございますので、ご参照の

ほどよろしくお願いいたします。 

  続いて、議案第４８号についてご説明いたします。 

  議案第４８号、上富田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例。 

  上富田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正。 

  上富田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

  上富田町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例。 

  本条例につきましても、和歌山県県費補助金交付要綱の改正に伴うもので、主な改正

としまして、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費を助成対象に加えています。また、

付加給付を受ける定めがある場合や他の法令等により医療費の支給を受けた場合は、そ

の分を控除するとしてございます。ほか、字句の改正も行っています。 

  次のページをお願いします。 

  附則としまして、この条例は平成２７年８月１日から施行するとしています。 

  経過措置としまして、この条例による改正後の上富田町ひとり親家庭医療費の支給に

関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療の給付に係る医療費の支給
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について適用し、同日前に受けた医療の給付に係る医療費の支給については、なお従前

の例によるとしてございます。 

  なお、次のページから参考資料として新旧対照表を添付してございますので、ご参照

のほどよろしくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようどうかよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  産業建設課企画員、中松君。 

○産業建設課企画員（中松秀夫） 

  私のほうからは、議案第４９号についてご説明いたします。よろしくお願いします。 

  議案第４９号、上富田町共同畜舎設置及び管理に関する条例を廃止する条例。 

  上富田町共同畜舎設置及び管理に関する条例を廃止する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをごらんください。 

  上富田町共同畜舎設置及び管理に関する条例を廃止する条例（案）。 

  上富田町共同畜舎設置及び管理に関する条例を廃止する。 

  この条例については、農林業地域改善対策事業として一定の成果を上げてまいりまし

たが、現在大半が利用されていないため本条例を廃止するものであります。廃止後につ

いては、町の普通財産として管理し、災害時に利用する資機材倉庫や備蓄倉庫として、

その他多目的に利用する予定でございます。 

  私の説明は以上です。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  私から、議案第５０号、第５１号についてご説明申し上げます。 

  議案第５０号、上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例。 

  上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例を別紙のように制定する。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例（案）でございます。 

  この条例は、現在建設中の近畿自動車道紀勢線に設置、岩崎地区に道の駅を設置し、

道路利用者の利便の向上及び都市と地域の交流促進、また、地域資源を有効に活用した

産業の振興と地域の活性化を図るため制定するものでございます。 

  まず、条文では、第１条では条例の設置、第２条では名称と位置、第３条では施設に
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ついて、第４条では事業について、第５条では指定管理者の指定、第６条では指定管理

者が行う業務、第７条では業務報告の聴取等、第８条から第１２条にかけましては使用

関係について定めてございます。各条文につきましては、お目通しのほどよろしくお願

いいたします。 

  なお、附則で、この条例は平成２７年８月１日から施行するとしてございます。 

  また、準備行為としまして、第５条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必

要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができるとなってござい

ます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第５１号についてご説明申し上げます。 

  議案第５１号、公の施設の指定管理者の指定について。 

  下記のとおり道の駅くちくまのの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  １、対象施設名、道の駅くちくまの。 

  ２、指定管理者、和歌山県西牟婁郡上富田町朝来７６３番地、上富田町商工会、会長、

長井保夫。 

  ３、指定の期間、平成２７年８月１日から平成３２年３月３１日までとしてございま

す。 

  提案理由、上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第５条の

規定により選定した上富田町商工会を道の駅くちくまのの指定管理者に指定するもので

ございます。 

  管理者の選定につきましては、道の駅設置の目的であります地域産業の育成、地域資

源の活用、地域の情報を発信していくためにも、町内の３５８事業所を取りまとめ、企

業の情報等にも精通してございますことから、条例第５条により選定した上富田町商工

会を道の駅くちくまのの指定管理者に指定するものでございます。 

  次のページをおめくりください。 

  道の駅の施設概要並び指定管理者の概要を添付してございます。お目通しのほどよろ

しくお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 
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  議案第５２号についてご説明いたします。 

  議案第５２号、平成２７年度上富田町一般会計補正予算（第１号）。 

  平成２７年度上富田町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，１９４万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億４９４万２，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  債務負担行為。 

  第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきまして、１８款繰入金では、補正前の額に１，５５４万２，０００円を追

加し、３億６，２２０万８，０００円と定めています。２０款諸収入では、補正前の額

から３６０万円を減額。歳入合計では、補正前の額に今回１，１９４万２，０００円を

追加し、６１億４９４万２，０００円と定めています。 

  次に、歳出につきまして、２款総務費では、補正前の額に９６１万３，０００円を追

加し、７億２，２８９万４，０００円と定めています。７款土木費では、補正前の額に

４０万円を追加。９款教育費では、補正前の額に１９２万９，０００円を追加。歳出合

計では、補正前の額に今回１，１９４万２，０００円を追加し、６１億４９４万２，０

００円と定めています。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第２表 債務負担行為」です。 

  資産管理等整備事業の公共施設等総合管理計画策定支援等で、平成２７年度から平成

２９年度までの期間で限度額５００万円と定めています。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして、このページから６ページ、

７ページの明細につきましては、恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  内訳につきまして、歳出からご説明させていただきます。 

  １０ページをお願いいたします。 

  ３、歳出につきまして、２款総務費では、一般管理費で９６１万３，０００円を追加。

不正アクセス防止対策として、庁舎・庁内システムと中間サーバーとの間にファイアー
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ウォールを設置するため、ネットワーク構築委託料としまして７１１万３，０００円を

措置しています。負担金、補助及び交付金では、地方創生人材支援負担金として和歌山

大学への負担金２５０万円を措置しています。 

  ７款土木費では、土木総務費で４０万円を追加。はまゆう集会所、南紀の台町内会館

の修繕補助金４０万円を措置しています。 

  ９款教育費では、教育委員会費で７万３，０００円を減額。新教育委員会制度への９

月移行に伴い、教育委員会委員、委員長分３０万１，０００円の報酬を減額し、委員分

２２万８，０００円を措置しています。事務局費で、補正額はございませんが、９月か

らの新教育長分として特別職級へ３４０万２，０００円を組み替え措置しております。

学校管理費で４９万７，０００円を追加、岩田小学校プールの修繕料、備品購入費で岩

田小学校特別支援教室用の備品購入費として２３万５，０００円を措置しています。次

のページをお願いいたします。教育振興費で８８２万３，０００円を減額。本年度、オ

ーストラリアへの海外研修交流事業の中止により、当初予算でご承認いただきました費

用を減額してございます。また、修学旅行引率費補助金としまして１８万円を措置して

います。公民館運営費で６４万８，０００円を追加。生馬公民館の空調設備の修繕料を

措置しています。児童館運営費で３６万円を追加。あっそ児童館駐輪場の屋根の修繕料

１４万１，０００円を措置しています。また、備品購入費で、グラウンドの整備用備品

の購入費２１万９，０００円を措置しています。文化会館運営費で９３２万円を追加。

舞台つりものの修繕料を措置しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  １４ページ、１５ページの給与費明細書につきましては、教育委員及び教育長分の変

更となっております。恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  次に、歳入を説明させていただきますので８ページをお願いいたします。 

  ２、歳入につきましては、今回の補正に係る財源となっております。 

  １８款繰入金では、財政調整基金繰入金で１，５５４万２，０００円を追加。 

  ２０款諸収入では、雑入で、今年度取りやめとなりました海外研修業務負担金３６０

万円を減額してございます。 

  以上が今回の補正内容でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（奥田 誠） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  私から、議案第５３号、第５４号についてご説明申し上げます。 
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  議案第５３号、物品購入契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ

き、下記のとおり物品を取得することについて、地方自治法第９６条第１項第８号の規

定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １、取得物品、電子レジスター他１１種。 

  ２、契約金額、１，４９７万７，８９３円。 

  ３、契約の相手方、和歌山県田辺市下三栖１４７５－１３７、伊藤忠エネクスホーム

ライフ関西株式会社田辺支店、支店長、添田健次。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  物品の購入につきましては、指名競争入札による物品購入契約でございます。指名業

者につきましては、伊藤忠エネクスホームライフ関西株式会社田辺支店、株式会社マル

ゼン和歌山営業所、株式会社東亜プロパン商事田辺営業所、株式会社モリモト田辺営業

所、中紀ビジネス株式会社の５業者となってございます。上富田町道の駅くちくまのの

建設に伴いまして、地域振興施設に設置する電子レジスターほか１１種の備品を購入す

るものでございます。 

  次のページに参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。仮契約

書の最後の条項に、「議会の議決を得たときに、本契約が成立」となってございます。 

  どうかご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第５４号についてご説明申し上げます。 

  議案第５４号、工事請負契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき、契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき、指名競争入札に付した平成２７年度第１号高速道路推進事業大内谷南紀の台線新

設工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第

５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １、契約の目的、平成２７年度第１号高速道路推進事業大内谷南紀の台線新設工事。 

  ２、契約の方法、指名競争入札による契約。 

  ３、契約金額、１億８，４１４万円。 

  ４、契約の相手方、大阪市北区豊崎三丁目１９番３号、東急建設株式会社大阪支店、

執行役員支店長、津久井雄史。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては指名競争入札による工事請負契約でございます。指名業者につ
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きましては、東急建設株式会社大阪支店、株式会社松村組大阪支店、三井住友建設株式

会社大阪支店、三友工業株式会社、株式会社淺川組の５業者でございます。 

  工事内容につきましては、車道７メーター、歩道２メーターの新設道路の延長８５７

メーターと３８６メーターの取りつけ道路を整備するものでございます。 

  次のページに参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。仮契約

書の最後の条項に、「議会の議決があったときに、この契約と同一の条項により、本契

約を締結したものとする。」となってございます。 

  どうかご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  上下水道課長、植本君。 

○上下水道課長（植本 亮） 

  私からは、議案第５５号について説明させていただきます。 

  議案第５５号、工事請負契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき、契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき、指名競争入札に付した平成２７年度第１号上水道事業第１浄水場自家発電設備更

新工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第

５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １、契約の目的、平成２７年度第１号上水道事業第１浄水場自家発電設備更新工事。 

  ２、契約の方法、指名競争入札による契約。 

  ３、契約金額、１億１，４４８万円。 

  ４、契約の相手方、大阪府大阪市北区梅田二丁目４番９号、横河ソリューションサー

ビス株式会社関西支社、支社長、大里陽一。 

  平成２７年６月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては指名競争入札による工事請負契約であります。指名業者につき

ましては、三菱電機株式会社関西支社、株式会社東芝関西支社、株式会社日立製作所関

西支社、株式会社明電舎関西支社、富士電機株式会社関西支社、横河ソリューションサ

ービス株式会社関西支社の６業者でございます。 

  工事内容につきましては、第１浄水場の自家発電設備は昭和４８年に設置され、現在

４２年が経過しているため、今回、更新工事を行うものであり、自家発電設備の規模に

ついては定格出力５００キロボルトアンペアとしています。自家発電設備設置に伴い中

央監視システムへの接続工事も行います。 

  次のページに参考資料といたしまして仮契約の写しを添付してございます。仮契約書
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の最後の条項に、「議会の議決があったときに、この契約と同一の条項により、本契約

を締結したものとする。」となってございます。 

  どうかご承認賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（奥田 誠） 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

△延  会 

○議長（奥田 誠） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会します。 

  次回は、６月１１日午前９時３０分となっていますので、ご参集願います。本日は、

皆さん、どうもご苦労さまでした。 

 

延会 午後２時１８分 


